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《コラム》同族会社が借主の場合

の権利金の認定課税 

 

令和６年度の路線価が公表され、全国的に

地価が上昇するなか、不動産活用に着目して

いる人もいるのではないでしょうか。土地所有

者が自分の主宰する同族会社を使ってアパ

ート経営する場合、同族会社が借地に建物を

取得すると借地権が生じます。 

◆権利金の認定課税 

 土地使用の対価として権利金を収受する慣

行のある地域では、同族会社は地代のほかに

権利金の支払が必要となります。 

 権利金の目安は、更地の価額に借地権割

合を乗じた金額となりますが、同族会社にとっ

て相当な負担になります。そこで土地を無償

又は低い地代で賃貸すると、同族会社の受贈

益に権利金の認定課税を受けることがありま

す。 

◆法人の受贈益には課税される 

 そもそも権利金の認定課税は、土地所有者

と密接な関係にある同族会社であるからこそ

生じます。第三者に土地を貸すときは、権利

金を必ず収受するでしょう。税法は法人が営

利を追求する存在としてとらえます。同族会社

も法人である以上、第三者と同等、営利を追

求すべき存在にかわりはなく、無償や低い地

代で経済的利益を受けた場合にも課税の対

象とするわけです。 

◆認定課税を回避する 2つの方策 

 認定課税を回避する方法は２つあります。一つは、

借りた土地を将来、無償で所有者に返還することを

契約書に定め、「土地の無償返還に関する届出書」

を所有者、借地人の連名で税務署に提出しておくこ

とです。 

 もう一つの方法は、権利金の支払に代えて相当の

地代（自用地価額の年６％相当額）を支払うことで

す。 

◆権利金と相当の地代の関係 

 権利金と相当の地代は、建物を建てるために土地

を他人に貸したことにより、所有者がその土地を自由

に利用できなくなる不利益に対して借主に見合う負

担をさせるものです。したがって認定課税を回避する

には、借主は権利金を支払うか、相当の地代を支払

うか、両方を組み合わせるかを選択します。相当の地

代より低い地代を設定すると、権利金の額との見合い

で差額に権利金の認定課税が行われます。 

◆借地契約の確認を忘れずに！ 

 同族会社に借地権があるか契約内容を確認しまし

ょう。契約書を交わしていない、地代が近隣相場と比

べて少額、そもそも当事者に土地を貸す意思がなか

ったなどの場合は、自用地評価とされるかもしれませ

ん。 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 

(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

 当団体は、異なる業種の経営者が相集い、力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、 

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。 

    


